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金沢市の森林の概要 

本市は、石川県のほぼ中央に位置し、森林面積は市域の総土地面積の約 60％を占めている。

森林の約 77％が民有林で、スギを主とする人工林率は約 25％である。（面積内訳は下表を参照） 

また、市域の民有林の単位あたりの経営面積は 10ha 未満が 95％以上を占めており、個人の

林業収入は極めて少ない。森林所有者は高齢化や世代交代が進み、森林との関わりが希薄とな

っており、適正に管理されていない森林の割合が増加している。加えて、中山間地集落周辺の、

かつての薪炭林を中心とする里山林においても、森林の老齢化や竹林の荒廃が進み、森林の持

つ多面的機能の維持が懸念されている。 

このように森林・林業をとりまく情勢が厳しいなか、森林所有者を含めた林業・木材産業関

係者と、消費者である市民全体とが協働し、創意工夫と主体的な取り組みのもとで森林の保全・

整備に努める必要があることから、本市は平成 15 年に「金沢市森づくり条例」を制定し、「森

林を育てる」「森林に親しむ」「木を活かす」「地域の絆を強める」の４つの基本方針を定めた。

本方針に基づき、森林が市民にとって豊かで文化的な生活を送るために欠かせない共有の財産

であるとの認識のもとに、市民総ぐるみの森づくりに向けた取り組みを行っている。 

また、具体的な目標や施策の方向等を示すため、平成 19 年 3 月には「金沢の農業と森づくり

プラン」を策定し、「健全な森林の育成・整備」「森林資源の活用拡大」「森づくり活動の推進」

の３つの基本方針を定め、毎年度、施策の達成状況や成果の検証を実施している。特に、市営

造林については、公益的機能の持続的な発揮や森林資源の循環利用を着実に推進するため、令

和６年３月に策定した「金沢市営造林運用計画」に基づき、積極的に主伐、再造林に取り組ん

でいる。 

 

金沢市の森林面積 

区分 面積 備考 

総土地面積 46,881 ha  

森林面積 28,108 ha 森林率 約 60％ 

国有林面積 6,469 ha  

民有林面積 21,639 ha 森林面積の約 77％ 

 うち人工林面積 5,395 ha 人工林率 約 25％ 

天然林面積 14,548 ha  

竹林 658 ha  

その他 1,038 ha 無立木地等 

参考：加賀地域森林計画（附）参考資料 
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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

1  森林整備の現状と課題 

(1) 高齢級化しつつある人工林 

林齢が 35～60 年の人工林の面積が多く、利用期を迎えている。しかし、木材価格

の低迷により、素材販売から得られる収入が多く見込めないため、主伐や再造林等の

持続的な林業経営サイクルが停滞していることから、今後、森林資源の齢級構成が不

均衡となり、林業経営の持続性が懸念されている。 

(2) 森林所有者の低い管理意識 

金沢市が市内の森林所有者を対象に実施したアンケート調査結果によると、森林所

有者の 7 割は森林を「全く管理していない」状況にあり、現在森林を管理していない

所有者は、今後の森林管理に対する意識も低く（「管理しない」「考えていない」を合

わせると約 8 割）なっている。また、「所有森林の境界を把握している」が 1 割未満

となっている。森林を管理しない主な理由には「高齢化により管理が難しいこと」や

「林業の収益性が低いこと」、「所有林の場所がわからないこと」が挙げられている。 

このように所有者の関心の低さが、森林整備が進みにくい状況の一因となっている。 

(3) 地域ぐるみの森林整備の増加 

地域の森林所有者と金沢市の間で締結する「ふるさとの森づくり協定」（Ⅱの第６

の 4 参照）の団体数は年々着実に増加しており、地域が主体的に行う森林整備が広が

りつつある。 

(4) 林業従事者数の減少 

林業従事者数は減少している一方、金沢森林組合では「20～39 歳」の作業員数は

増加しており若返りが進んでいる。 

(5) 木材資源の充実 

本市の人工林は量的に充実しつつあり、これまでの造林・保育による資源の造成期

から間伐や主伐による資源の利用期の段階にある。そのため、高性能林業機械を活用

した作業システムに対応した路網整備を進め、市産材の供給体制を整えていく。 

(6) 木材の需要・供給体制の構築 

木材価格の市況が長期にわたり低迷しており、採算が合わないという理由から伐採

が控えられているが、今後、安定的な活用と供給に向けて各分野が密に連携した体制

を構築することにより、需要と供給の調和のとれた、木をめぐる循環型社会の確立を

目指す。 

(7) 市民や企業が行う森づくり活動の広がり 

イベントやボランティア活動等の市民による森づくり活動や企業等による社会貢

献活動の一環としての森づくり活動が年々広がっている。しかし、関心はあっても具

体的な活動を行っていない市民も多いことから、今後、活動場所や活動機会の提供、

地域関係者等を結ぶしくみづくりを進めていく必要がある。 
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2  森林整備の基本方針 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮さ

せるため、適正な森林整備を実施し、健全な森林を育成する。 

森 林 の有

する機能 

目指すべき森林の姿 森林整備の基本的な考え方と森林施業

の方策 

水 源涵
か ん

養

機能 

 

 

 

・下層植生とともに樹木の根が発達する

ことにより、水を蓄えるすき間に富んだ

浸透、保水能力の高い森林土壌を有する

森林 

・必要に応じて浸透を促進する施設等が

整備されている森林 

・適切な保育・間伐の促進 

・手入れ不足人工林の針広混交林化 

・伐採に伴う裸地面積の縮小及び分散 

・保安林の適切な管理 

山 地 災害

防 止 機能

／ 土 壌保

全機能 

・下層植生が生育するための空間が確保

され適度な光が射し込み、下層植生とと

もに樹木の根が深く広く発達し土壌を

保持する能力に優れた森林 

・必要に応じて山地災害を防ぐ施設 

が整備されている森林 

・適切な保育・間伐の促進 

・手入れ不足人工林の針広混交林化 

・伐採に伴う裸地面積の縮小・分散 

・保安林の適切な管理 

快 適 環境

形成機能 

・樹高が高く枝葉が多く茂っている等遮

へい能力が高く、強風や飛砂等の諸被害

に対する抵抗性が高い森林 

・過酷な気象条件や病虫害に抵抗性があ

り、葉量の多い樹種によって構成されて

いる森林 

・森林の構成を維持し、樹種の多様性

を増進 

・保護及び適切な利用の組み合わせに

留意した、適切な保育・間伐等 

・生活環境の保全のための保安林の適

切な管理 

・防風・防潮や景観の創出 

保健・レク

リ エ ーシ

ョン機能 

・観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然

景観や植物群落を有する森林 

・キャンプ場や森林レクリエーション施

設等を伴う森林 

・国民の保健・教育的利用等に適した森

林 

・森林の構成を維持し、樹種の多様性

を増進 

・保健のための保安林の指定及び適切

な管理 

・立地条件や県民のニーズ等に応じ広

葉樹の導入を図る等の多様な森林整備 

文化機能 ・潤いある自然景観や歴史的風致を構成

する森林 

・美的景観の維持・形成に配慮した森

林整備を推進 

・風致地区に指定されている森林の適

切な管理 

生 物 多様

性 保 全機

能 

・森林生態系の不確実性を踏まえた順応

的管理の考え方に基づき、時間軸を通し

て適度な攪乱により常に変化しながら

も、一定の広がりにおいてその土地固有

・森林の構成を維持し、樹種の多様 

性を増進 

・保護及び適切な利用の組み合わせに

留意した、適切な保育・間伐等 
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3 森林施業の合理化に関する基本方針 

小規模な面積の森林所有者が多く、施業コストが割高となることから、その軽減が求め

られている。また、計画的な施業を実施し林業の安定的な経営を行っていくためには、作

業の効率化を行い経営の合理化を図ることが重要となる。 

このことから、森林施業の集約化と高性能林業機械を利用した作業のシステム化推進に

重点をおいた森林施業を推進することとする。 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１  森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

1 樹種別の立木の標準伐期齢 

主要樹種毎に平均成長量が最大となる林齢の基準を下表に示す。主伐の対象となる森

林については、標準伐期齢以上を目安として選定する。 

なお，標準伐期齢は標準的な主伐の林齢として定めるものであり、標準伐期齢に達し

た時点での森林の伐採を義務づけるものではなく、森林の有する公益的機能、既往の平

均伐採齢及び森林の構成を勘案して定める。 

 

の自然条件・立地条件に適した様々な生

育段階や樹種から構成される森林がバ

ランス良く配置されている森林 

・生態系として重要な森林の適正な保

全 

・手入れ不足人工林の針広混交林化 

木 材 等生

産機能 

・生活に不可欠であり、再生可能資源と

して重要性が高まりつつある木材等林

産物を、持続的安定的かつ効率的に供給

する森林 

・森林の健全性を確保 

・木材需要に応じた樹種、径級の林 

木を生育させるための適切な造林、保

育及び間伐の実施 

・施業の集約化、路網整備の促進等を

通じた効率的な木材生産体制の整備 

針葉樹の基準

樹種 スギ  ヒノキ マツ カラマツ アテ モミ
その他針

葉樹

標準伐期齢 ４５ ５０ ４０ ４０ ５０ ５０ ５０

広葉樹の基準

樹種 用材林の広葉樹
薪炭・キノコ原木林等

の広葉樹

標準伐期齢 ６５ ８～２５
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2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

木材の収穫（利用）を目的とした、更新（伐採跡地が、再び立木地となること）を伴う伐

採を主伐といい、皆伐又は択伐によるものを基本とする。 

なお、実施にあたっては、下表に定めるもののほか、主伐時における伐採・搬出指針（加

賀地域森林計画附属資料）を踏まえ、現地に適した方法により行うものとする。 

 

 標準的な方法 森林の更新のために留意すべきこと 

皆伐 主伐のうち択伐以外のものであり、森林を

構成する立木の一定のまとまりを一度に

全部伐採する方法であって、地形・土壌等

の自然的条件及び公益的機能の確保の必

要性を踏まえ伐採区域及び規模を選定す

る。 

皆伐の 1 か所当たりの伐採面積は、20ha 

を超えないものとし、伐採区域が連続しな

いよう伐採跡地間に少なくとも周辺森林

の成木の樹高程度の幅の保残帯を可能な

限り確保する。 

林地の保全、落石等の防止、風害、雪害等

の各種被害の防止及び風致の維持等のた

め必要がある場合には、所要の保護樹帯を

設置する。 

伐採後に天然更新を図る場合は、天

然下種更新及びぼう芽更新が確実な

森林を対象とし、天然稚樹の生育状

況、母樹の保存、種子の結実等に配

慮することとする。 

ぼう芽更新の場合は、優良なぼう芽

を発生させるために 10～3 月の間に

伐採を検討する。 

択伐 主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立

木の一部を伐採する方法であって、単木・

帯状または樹群を単位として伐採区域全

体ではおおむね均等な伐採率で行う。伐採

率は材積率で 30％以下（伐採後の造林が人

工造林による場合にあっては 40％以下）と

する。 

特に手入れ不足人工林の公益的機能を確

保する目的で実施する場合には、下層木の

植栽・育成等の障害となる立木等に対し

て、本数率で 40％以上を目安として伐採を

行い、針広混交林に誘導する。 

伐採後に天然更新を図る場合は、複

層林に確実に誘導するため、天然稚

樹の生育状況、母樹の保存、種子の

結実等に配慮することとする。 
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針葉樹

広葉樹

　スギ、ヒノキ、アテ、カラマツ、モミ、アカマツ、クロマツ
　（スギは少花粉・無花粉の品種、アカマツ、クロマツはマツノザイセンチュウ抵抗性品種を推奨）

　コナラ、ミズナラ、クヌギ、アベマキ、ケヤキ、キリ、イチョウ、クリ、ウルシ、
　キハダ、コウゾ

第２  造林に関する事項 

1 人工造林に関する事項 

(1) 人工造林の対象樹種 

苗木の選定にあたっては、特定苗木等の成長に優れたものや花粉の少ない苗木

を優先的に検討するとともに、適地適木を旨として、自然的条件や造林樹種の需

給動向、木材の利用状況を勘案して選定するものとする。 

 

(2) 人工造林の標準的な方法 

人工造林については、3 に定める植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や

公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等

の生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林にお

いて行うこととする。 

また、再造林の低コスト化を推進するため、コンテナ苗の活用や伐採と造林の

一貫作業システム、低密度植栽の導入に努めることとする。 

加えて、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、

少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木をいう。以下同じ。）や広葉樹の植栽、針広

混交林への誘導に努めることとする。 

植栽本数は、下表に示す本数を標準として決定する。 

 

 

人工造林の樹種別、仕立ての方法別の植栽本数

樹種 仕立ての方法
標準的な植栽本数
（本/ha）

備　考

スギ 密仕立て ３，０００

ヒノキ 中仕立て ２，５００

疎仕立て １，５００～２，０００

アテ 密仕立て ２，５００

中仕立て ２，０００

疎仕立て １，５００

マツ
１，５００～３，５００
(海岸林では５,０００本)

コナラ
クヌギ

１，５００～５，０００

ケヤキ １，５００～６，０００

植栽本数は，地位，生産目
標，気象等に応じて調整す
る。
（標準的な植栽本数の範囲を
超えて植栽する際は、健全な
森林の成立が確実に見込ま
れる場合のみ行うことができ
る。）
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(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林の公益的機能の維持及び早期回復を確実にするために、原則として伐採が終

了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 2 年以内に更新するものとする。 

 

2 天然更新に関する事項 

天然更新には天然下種更新とぼう芽更新があり、前生稚樹の生育状況、母樹の存在

等森林の現況、気候、地形、土壌等の自然的条件及び林業技術体系からみて、主とし

て天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うものとする。 

 

(1) 天然更新の対象樹種 

 

(2) 天然更新の標準的な方法 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

石川県天然更新完了基準（加賀地域森林計画附属資料）に基づき、天然更新すべ

き本数の基準となる期待成立本数は 10,000/ha とし、天然更新を行う際はその本数

に 10 分の 3 を乗じた本数以上の本数（ただし草丈に一定程度の余裕高を加えた樹

高以上（最低 50ｃｍ以上）のものに限る）を更新することとする。 

なお、自然に推移させると更新の完了が見込めないと判断される場合には、下記

の天然更新補助作業を実施するものとする。 

 

イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区分 標準的な方法 

地表処理 ササや腐植層の堆積により天然下種更新が阻害されている箇所にお

いて、かき起こし、枝条整理等の作業を行う。 

刈出し 稚樹の生育を阻害しているササ類や草の刈払いを行って稚樹に日光

が当たるようにする。 

植込み 稚樹の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な本

数を植栽する。 

芽かき 萌芽更新の3年目以降に優良萌芽枝を伐り残して、2～3本の幹立ち

とするが、一度に強度に行わない。 

 

 

高木性の樹種

先駆性の樹種

ナラ類、ブナ、カシ類、クリ、ケヤキ、エノキ、トチノキ、カツラ、
ホオノキ、ミズキ、ハリギリ、シデ類、カンバ類、サクラ類、クルミ類、
カエデ類、タブノキ、モチノキなど

ヤナギ類、ハンノキ類、ヤシャブシ類、ウルシ、ハゼノキ、
アカメガシワ、カラスザンショウなど
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      ウ 天然更新完了基準 

天然更新完了の成否は、石川県天然更新完了基準（加賀地域森林計画参考資料）

によるものとし、下記期間内に更新状況の完了確認を行い、更新が完了していない

と判断される場合には、天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図るも

のとする。 

 

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 5 年以内とする。 

 

3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

(1)  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

現況が針葉樹人工林や竹林であり、母樹となりうる高木性の広葉樹林が更新対象地の

斜面上方や周囲 100ｍ以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とする。 

 

(2)  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

指定なし。ただし、対象森林における伐採後の植栽が確実に実施されるために、市に

伐採及び伐採後の造林の届出等がなされた場合、添付写真等により森林の状況確認を行

い、必要な場合、植栽（人工造林）を指示するものとする。 

 

4 森林法第 10 条の 9 第 4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

(1)  更新にかかる対象樹種 

ア 人工造林の場合 

1 の(1)による。 

イ 天然更新の場合 

2 の(1)による。 

 

(2)  生育しうる最大の立木の本数として想定される本数 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地において、天然

更新の対象樹種の立木が 5 年生時点で、生育し得る最大の立木の本数として想定され

る本数は 10,000/ha とする。 

また、その本数に 10 分の 3 を乗じた本数以上の本数（ただし草丈に一定程度の余

裕高を加えた樹高以上（最低 50ｃｍ以上）のものに限る）が更新されるよう、不足本

数を植栽するものとする。 

 

5 その他必要な事項 

林業や林産業の振興の基盤となる森林資源を確保するため、「植える→育てる→使う

→植える」といった森林資源の循環利用を推進する。特に新植・再造林については、コ

スト削減を図りつつ積極的に推進することとする。 
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第３  間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

下表を標準として間伐を実施すべき林齢を定める。立木の成長や下層植生を生育させ

るための林内照度を勘案し、森林の公益的機能を十分に発揮させるよう、立木配置を考

慮しつつ劣性木、不良木を中心に本数率 20～30％の間伐を実施する。 

 

広葉樹については用材として利用可能な樹種を選択的に育成することを目的に整備を

行う。広葉樹林の発達段階に応じて不良木、不要木の除伐を行い、利用可能な上層木の抜

き伐りを行いながら長期的・継続的に木材生産が可能な森林へ誘導する。 

 

平均的な間伐実施時期の間隔年数 

区分 標準伐期齢未満 標準伐期齢以上 

人工造林によるもので、

樹種を問わない 

おおむね10年 おおむね15年 

※ 上表は、森林経営計画における間伐実施量算出の基礎となる。 

 

2 保育の種類別の標準的な方法 

下表に示す内容を標準として、当該森林の植生状況、立木の成長度合い等を勘案し、適切

に実施する。 

間伐を実施すべき標準的な林齢

標準植栽本数

（本/ha） 初回 ２回目 ３回目 ４回目

スギ 大径木 2,500 18 28 38 55 80

ヒノキ 大径木 2,500 25 35 50 65 80

マツ 大径木 3,000 22 30 38 50 80

樹種 生産目標
間伐を実施すべき標準的な林齢（年）

伐期（年）

林齢

樹種

補植
早期に林冠を形成するよう、欠損した苗木に
ついて次年度実施する。

雪起こし スギ/ヒノキ

マツ

下刈り スギ/ヒノキ

マツ

つる切 スギ/ヒノキ

マツ

除伐 スギ/ヒノキ

マツ

枝打ち スギ/ヒノキ

マツ

５年までは年１～２回、それ以降は年１回実施
する。

下刈が終わって15～20年、植林後25年前後
まで実施する。

植栽木を被圧する天然性の不要樹種や、曲が
り木、枯損木などを対象とする。

成長に応じて初回に１．５ｍ、２回目４ｍ、３回
目に７ｍまで打ち上げる。

12 13 14 15 標準的な方法

倒伏の回復力が低下しないよう融雪後直ちに
実施する。樹高が最大積雪深の2.5倍程度に
なるまで実施する。

11作業種類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3 間伐及び保育の低コスト化に関する事項 

下刈りについては、苗木の生育や下草の繁茂の状況に応じて、前項の標準的な方法より

も期間を短縮するほか、隔年で実施する等、低コスト化に努めるものとする。 

また、枝打ちについても、生産目標に応じて、回数を減ずることができる。 

 

第４  公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

公益的機能別施業森林は、Ⅰの 2 に定める森林の有する機能のうち、「水源涵
か ん

養機能」、「山 

地災害防止機能/土壌保全機能」、「快適環境形成機能」、「保健・レクリエーション機能」、 「文

化機能」及び「生物多様性保全機能」の別に応じて定め、それぞれの公益的機能の維持増進 

を特に図るための森林施業を推進すべき森林である。  

また、「木材生産機能維持増進森林」は、Ⅰの 2 に定める森林の有する機能のうち、木材

等生産機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林である。 

公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林の区分は、重複を認めるものとし、

公益的機能の発揮に支障が生じないよう、施業方法を定めることとする。 

 

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

(1) 水源の涵
か ん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

ア 区域の設定 

下記の区域設定の考え方に基づき、【別表１】により定める。 

種類 区域設定の考え方 

水源涵
か ん

養機能維持増進森林 海岸林を除く森林全域。 

このうち、ダム集水区域や地域の用水源として重要な

ため池、または湧水地及び渓流等の周辺にある森林は

特に機能の高い森林として位置付ける。 

地域としては、水源かん養保安林の指定地域及び犀川

上流の犀川ダム・内川ダム、森下川上流の医王ダムと

いった市内の治水・利水に重要な役割を果たしている

ダムの集水区域、山間地集落の生活用水や農業用水の

水源となる区域周辺等。 

 

イ 森林施業の方法 

森林施業の方法別に施業を推進すべき森林の区域は【別表２】により定め、その方法

を【別表３】により定める。 

また、伐期齢の下限は下表のとおりとする。 
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伐期齢の下限 

区分 スギ ヒノキ 

その他針葉樹 

水源涵
か ん

養機能維持増進森林 おおむね55年 おおむね60年 

 

ただし、木材生産機能維持増進森林と兼ねる森林は、標準伐期齢以上で、それぞれの

公益的機能の発揮に支障がない施業を行う場合、適切な伐期を設定可能とする。 

 

(2) 災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能または保健文化機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

ア 区域の設定 

下記の区域設定の考え方に基づき、【別表１】により定める。 

種類 区域設定の考え方 

山地災害防止機能／土壌保

全機能維持増進森林 

土砂防備保安林や土砂流出防備保安林、山地災害危険

地区、地すべり防止地区、砂防指定地、急傾斜地崩壊

危険区域、その周辺の森林等、山地災害により、人命・

人家等施設への被害のおそれがある森林。 

快適環境形成機能維持増進

森林 

海岸周辺の飛砂防備保安林や風害防止保安林等。 

地域としては、粟崎町から打木町に至る海岸林 

保健文化機能維持増進森林 石川県自然環境保全地域や金沢市自然環境保全区域、

人と自然とのふれあいを図る森林等。 

地域としては、 

➢ 卯辰山、野田山等の都市近郊の市街地に隣接する

市民に身近な森林 

➢ 医王山、内川上流部の豊かな動植物の生態系を有

している森林 

➢ 堅田、平栗、辰巳、宮野地区等、森林所有者等と

金沢市との間で森林保全協定を締結している森林 

 

イ 森林施業の方法 

森林施業の方法別に施業を推進すべき森林の区域は【別表２】により定め、その方法

を【別表３】により定める。 

また、伐期齢の下限は下表のとおりとする。 
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伐期齢の下限 

区分 スギ ヒノキ 

その他針葉樹 

山地災害防止機能／土壌保

全機能、快適環境形成機能、

保健文化機能維持増進森林 

おおむね80年 おおむね90年 

 

ただし、木材生産機能維持増進森林と兼ねる森林は、標準伐期齢以上で、それぞれの

公益的機能の発揮に支障がない施業を行う場合、適切な伐期を設定可能とする。 

 

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内

における施業の方法 

(1) 区域の設定 

下記の区域設定の考え方に基づき、【別表１】により定める。 

種類 区域設定の考え方 

木材生産機能維持増進森林 人工林及び、用材として利用可能な立木を有する天然

林であって、林道等の路網整備や森林経営計画の策定

状況から木材等林産物の搬出に有利である森林。 

特に効率的な施業が可能な森林の区域は、下記に定め

るほか、今後の主伐の実施状況を踏まえ、設定する。 

 特に効率的な施業が

可能な森林 

市営造林のうち、林業経営に適した森林 

 

(2) 森林施業の方法 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐

の時期及び方法を定めるとともに、適切な造林、保育及び間伐等を推進するため、森林

施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。 

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち人工林については、原則として、

皆伐後には植栽による更新を行うものとし、その方法は第２の１による。 

 

3  その他必要な事項 

(1) 区域の設定 

公的造林地として継続的安定的な間伐材収入を得ることと、材価の高い大径材の生産

を目指し、公有林長伐期施業推進森林として整備を進める森林を下記のとおり定め、そ

の区域を【別表１】のとおり定める。 

種類 区域設定の考え方 

公有林長伐期施業推進森林 市営造林、石川県行造林及び県有林のうち人工造林地

にかかる区域 
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(2) 森林施業の方法 

森林施業の方法別に施業を推進すべき森林の区域は【別表２】により定め、その方法

を【別表３】により定める。 

また、伐期齢の下限は下表のとおりとする。 

伐期齢の下限 

区分 スギ ヒノキ 

その他針葉樹 

公有林長伐期施業推進森林 おおむね80年 おおむね90年 

 

ただし、木材生産機能維持増進森林と兼ねる森林は、標準伐期齢以上で、それぞれの

公益的機能の発揮に支障がない施業を行う場合、適切な伐期を設定可能とする。 

 

第５  委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

森林所有者の高齢化、不在地主の増加により、手入れ不足森林の拡大が懸念されてい

ることから、森林施業を促進するには、より一層施業の集約化に取り組み、経営規模の

拡大を進める必要がある。森林所有者から林業事業体等への長期の施業委託を進めるた

め、航空レーザ測量で取得した高精度な森林情報や地形情報等を共有し、計画的かつ組

織的な森林経営の促進を図る。 

 

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

施業の合理化を進めるために、長期の施業受託の働きかけを行うとともに、小規模な

森林を面的にとりまとめ、効率的に路網を整備し、林業機械を効果的に活用した集約化

施業を推進する。また、森林経営計画制度を活用した森林経営を推進し、施業受託等に

必要な情報の提供、助言及びあっせんを行う。 

 

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

長期の施業受託等、森林の経営の受託方法及び立木の育成権委託の程度については、

長期の視点に立って安定的な権原に基づき継続的に森林経営を実施することが重要であ

るため、森林所有者との間で、立木竹の育成権原や一部立木の処分権原、森林の保護、

作業路網等に関する権原が委ねられている受委託とする。 

 

4 森林経営管理制度の活用に関する事項 

森林所有者が自ら森林の経営管理を実行することができない場合には、一定の条件を

満たした場合、市が森林経営管理制度を活用し、森林所有者から経営管理権を取得した

上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権

を設定し、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林
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については、森林環境譲与税を活用しつつ、森林経営管理事業を実施することにより、

適切な森林の経営管理を推進する。 

また、森林所有者の探索や意向調査を実施し、森林の経営管理の状況や意向の把握に

努めるとともに、森林所有者から意欲と能力のある林業経営者へ把握した情報の提供の

同意が得られた場合、林地台帳を活用して適宜提供を図るものとする。 

 

第６  森林施業の共同化の促進に関する事項 

1 森林施業の共同化の促進に関する方針 

森林所有者の高齢化が進んでいるとともに、森林整備への関心が低い所有者が増えて

いるため、森林所有者に対し、適切に森林状況の説明と施業方針を示し、集落（町会）

単位または複数の森林所有者を単位として集約化施業に取り組む「森林施業の共同化」

を促進することとする。 

 

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

市及び林業事業体等による地域協議会等の開催、普及啓発活動の促進、施業や経営の

受委託の働きかけを積極的に行い、施業・経営の集約化を図る。不在村森林所有者や森

林管理に消極的な森林所有者に対しては、共同による森林管理への理解と同意を取得し、

森林施業への参画を促す。 

また、森林経営計画に基づく計画的な森林施業が行えるよう、規模の拡大、地域合意

への取り組みに努めるものとする。 

 

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

森林施業の共同化を効果的に促進するため、森林作業道、土場、作業場等の施設の設置

及び維持管理の方法並びに利用に関し、あらかじめ必要な事項を明確にしておくこと。 

また、種苗やその他の共同購入等、共同して行う施業の実施方法を明確にしておくこと。 

さらに、共同して森林施業を実施するものが先述の事項について遵守しないことにより、

他の共同施業実施者に不利益を被らせることがないよう、あらかじめ個々の共同施業者

の責務等を明確にし、森林施業の共同化の実効性を担保すること。 

 

4 その他必要な事項 

地域ぐるみによる主体的な森林整備の方針を明確にし、森林整備の共同化に結びつける

ため「ふるさとの森づくり協定」の締結を促進する。 

また、森林の土地の所有者等の情報整備・提供を行うために、境界明確化の取り組みを

推進するものとする。 
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第７  作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

人工林資源が収穫期を迎え、間伐等の素材生産を効率的に行うため、下表を目安とし

て地形に応じた作業路網を整備し、作業システムを選択し、高性能林業機械を活用した

低コスト林業を推進する。 

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準 

区分 作業システム 路網密度 

緩傾斜地 車両系 110ｍ/ha 以上 

（0°～15°） 作業システム   

中傾斜地 車両系 85ｍ/ha 以上 

（15°～30°） 作業システム   

  架線系 25ｍ/ha 以上 

  作業システム   

急傾斜地 車両系 60<50>ｍ/ha 以上 

（30°～35°） 作業システム   

  架線系 20<15>ｍ/ha 以上 

  作業システム   

急峻地 架線系 5ｍ/ha 以上 

（35°～ ） 作業システム   

         <>書きは、針広混交林等における路網密度 

作業システムの区分 

区分 方法 

車両系作業システム 林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内

の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワー

ダ等を活用する。 

架線系作業システム 林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて

木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。 

2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

該当なし 

 

【ふるさとの森づくり協定】 

地域の森林所有者（町会）等で構成する団体が、地域の森林の公益的機能を将来にわたって

維持・増進するために、地域で取り組む森林の整備及び保全に関する計画として「ふるさと

の森づくり計画」を策定した後、その計画の実行について市と協働で行うことを定めた協定 

森づくり協定締結団体数 138 団体（令和 3 年度末現在） 
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3 作業路網の整備に関する事項 

本市において開設及び拡張する基幹路網（林道及び林業専用道）については、【別表６】

に定める。 

林道については 

林道規程（昭和 48 年 4 月 1 日 48 林野道第 107 号林野庁長官通知） 

林業専用道については 

石川県林業専用道作設指針（平成 22 年 10 月 25 日森管第 2591 号） 

森林作業道については 

石川県森林作業道実施要領（令和 2 年 4 月 20 日森管第 234 号） 

による。 

森林の有する機能の区分に応じた路網整備を推進し、特に木材生産機能維持増進森林

においては、作業ポイントの設置等高性能林業機械システムに対応した路網整備を積極

的に進め、低コスト林業を推進する。 

 

4 その他必要な事項 

林道等は、金沢市林道管理要綱（平成 21 年 2 月 9 日決裁）に基づき、沿線民有林の継続

的な維持管理や整備促進を図るため、除草や土砂・倒木等の除去等、路面の保全を行うほ

か、災害時には復旧工事を実施する。 

また、これらは台帳等を作成して、適切に管理をする。 

 

第８  その他必要な事項 

1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

(1) 林業に従事する者の養成及び確保の方向 

雇用関係の明確化、雇用の安定化、安全管理体制の強化等による労働安全衛生の確

保等、他産業並の労働条件の確保等雇用条件の改善を進め、人材の確保を図り、林業

への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の

適正な受け入れ等に取り組むことに努める。 

また、林産物の生産拡大、需要拡大を図り、生産から販売まで一体となった体制づ

くりに支援する。 

 

(2) 林業労働者の育成方策 

林業事業体等の作業班を対象に、林業経営のマネージメント能力や高性能林業機

械の操作技術等、個々の技術・技能向上のための研修制度を充実させるとともに、

森林施業プランナー、技術士等の資格取得に支援する。 

 

(3) 林業後継者の育成方策 

金沢林業大学校のコースを拡充し、市内在住者を対象として、技術実習を中心と

する実践的な教育課程を通じ、次世代の森林施業、林産物生産を担う地域林業の中
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核的な人材の育成を図る。 

 

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

(1) 林業機械化の促進方向 

路網と高性能林業機械を組み合わせた作業システムを推進することを基本として、

小規模団地に対応した架線系作業システムや、伐採、搬出から地拵え、植栽までを

同時に行う一貫作業システムの導入についても検討し、低コストで効率的な森林整

備を推進する。 

 

(2) 高性能機械を主体とする林業機械化の導入目標 

効率的な森林施業を推進するため、林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度

の水準、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムの

基本的な考え方は以下の表のとおりとする。 

 

高性能林業機械を主体とする作業システム 

作業の種類 現状 目 標 

伐倒 

集材 

 

造材 

運材 

チェーンソー 

グラップル 

スイングヤーダ（タワーヤーダ） 

プロセッサ 

小型運材車、トラック、フォワーダ 

高性能林業機械を最大限に活

用した作業システムの構築を

図る。 
地拵え 

下刈り 

チェーンソー 

刈払機 

枝打ち 背負式動力枝打機 
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3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

 中山間地域の経済振興を図るため、林産物の生産基盤強化や施設整備に対する支援の

拡充と、地域に埋もれた資源の発掘や土地の特性を活かした特産品づくりのための取り

組みを推進する。 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１  鳥獣害の防止に関する事項 

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

(1) 鳥獣害防止森林区域 

該当なし 

ただし、集落周辺の森林については、鳥獣保護管理や農業被害対策等と調整し、次

項に示す方法により対策を進めることとする。 

 

(2) 鳥獣害の防止の方法 

「個体数調整」「被害防除」「生息環境管理」の３つを適切に組み合わせた総合的な対

策を講じる。 

個体数調整： 捕獲、わなの設置 

被害防除： 侵入防止柵の設置 

生息環境管理： ヤブの刈り払いによる緩衝帯の設置、放置果樹の除去 

継続的に被害対策に取り組むためには、必要な予防対策の実施に加え、生息状況の調

査や防護柵の設置、捕獲、監視等を森林組合、猟友会、研究機関等の関係者の協力のも

と、地域の町会、生産組合等、地域住民一体で取り組むこととする。 

 

2 その他必要な事項 

行政区域を越えて活動する野生鳥獣に対しては、近隣自治体（石川県、富山県も含む）

と連携し、出没情報、調査・捕獲等事業の情報共有等、広域的に対策に取り組むことと

する。 

林産物（特用林産物）の生産・流通・加工販売施設

施設の種類 位置 規模

木材加工施設 宮野町 2,300m3

竹加工施設 別所町 7,500束

しいたけ生産施設 市瀬町 6,600kg

こうぞ生産施設 二俣町 70kg

ぎんなん生産施設 山間部各地 2,800kg
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狩猟者及び中山間地集落人口の高齢化が進み、鳥獣対策に直面する人員不足に対応す

るため、情報通信技術（ICT）等、新技術を積極的に取り入れ、実証活動に努める。 

第２  森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

1 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

保安林等の特に公益的機能の高い森林やその周辺森林について、松くい虫等の森林病

害虫による被害発生の予防対策や復旧対策等を適切に実施する。 

 

2 林野火災の予防の方法 

林野火災による森林被害を未然に防止するため、春の入山者の多い時期に新聞広報等

で火災予防の注意喚起を行うほか、防火標識の設置やポスターの掲示等により地域住民

への啓発を行う。 

 

3 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

造林のための地拵え、森林病害虫の駆除等のために火入れを実施する場合には、「金沢

市森林等の火入れに関する条例」に基づき適切に実施する。 

4 その他必要な事項 

太陽光発電施設の設置にあたっては、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の 

浸透性や景観に及ぼす影響が大きいこと等の特殊性を踏まえ、開発行為の許可基準の適

正な運用を行い、本市関連条例等を遵守するとともに、地域住民の理解を得るための説

明会等の実施に配慮するものとする。 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

1 保健機能森林の区域 

該当なし 

 

2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項 

該当なし 

 

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

1  森林経営計画の作成に関する事項 

(1) 森林経営計画の作成方針 

森林経営計画の作成に当たっては、次に掲げる事項に十分留意して計画する。 

➢ Ⅱの第２の 3：植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

➢ Ⅱの第４：公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

➢ Ⅱの第５の 3：森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 
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➢ Ⅱの第６の 3：共同して森林施業を実施するうえで留意すべき事項 

➢ Ⅲの第２：森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項 

 

(2) 森林法施行規則第 33 条第１号ロの規定に基づく区域 

（一体として整備することを相当とする森林の区域） 

路網の整備の状況その他の地域の実情からみて、造林、保育、伐採及び木材の搬出

を一体として効率的に行うことができると認められるものは、大規模な尾根筋や河川

等の地形、人工林等の森林資源の状況、公道も含めた路網の整備の状況、森林の所有・

管理形態の状況を踏まえ、下表のとおり定めるものとする。 

 

番号 区域名 林班 林班数 
区域面積 

(ha) 

1 海岸林 078～084林班 7 158.56 

2 菊水東部 120～127林班 8 968.91 

3 菊水西部 112～119、128～131林班 12 1288.00 

4 堂・内川 091～111、132～137林班 27 1701.83 

5 額・富樫 061～077、085～090林班 23 1596.36 

6 犀川西部 153～178林班 26 1787.55 

7 犀川南東部 141～152林班 12 827.65 

8 
湯涌西部・ 

犀川北東部 

016～023、025～030、60 

138～140、248林班 
19 1008.33 

9 浅川北部 
033～036、047、051～059、179

～195、235～240、247林班 
38 1428.74 

10 湯涌東部 272～299林班 28 1586.17 

11 湯涌中央 001～015、024林班 16 1189.34 

12 
浅川南部・ 

湯涌北西部 
241～246、249～261林班 19 781.01 

13 
医王山南部・ 

湯涌北東部 

196～198、224～234 

262～271林班 
24 1255.48 
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14 医王山北部 199～223、300林班 26 1566.74 

15 小坂・涌波 
031～032、037～046、048～050、 

333～336、342～344、347林班 
23 1451.44 

16 森本東部 311～332、337～341林班 27 1552.17 

17 森本・花園 
301～310、345～346 

348～367林班 
32 1488.69 

計   367 21636.97 

      参考：森林簿（令和元年度末）  

 

2  生活環境の整備に関する事項 

農地や生活道路、集落背後に拡大・侵入する荒廃竹林の整備については、地域住民等と

連携して進める。併せて竹林の整備促進を図るため、竹の新たな活用方法に関する研究・

開発に支援する。 

 

3  森林整備を通じた地域振興に関する事項 

森林資源を活用した地域活性化を図るため、里山にある山菜や薬草等の特産物の創出と

中山間地住民と都市部住民との交流イベント等を通じて、里山集落の魅力発掘を図る。    

また、これら林産物や木製品等の需要拡大に努める。 

 

4  森林の総合利用の推進に関する事項 

市北部の海岸林一帯は、防風・防砂機能の維持増進を図るため、松くい虫被害の防除や

松林再生のための森林造成と継続的な保育に取り組むと同時に、市民の憩いの場としての

遊歩道やレクリエーション施設の管理と周辺森林の整備を通じ、快適な森林空間の保全に

努める。 
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また、山間部の森林レクリエーション施設は、美しい景観や野生動植物の生息・生育の

場の確保に努める。 

 

5 住民参加による森林の整備に関する事項 

(1) 地域住民参加による取り組みに関する事項 

地域の森林所有者等で構成する団体が、地域の森林の保全・整備を進める場合、市と

「ふるさとの森づくり協定」や「森林保全協定」等の締結を働きかけ、その活動に対し

技術的・財政的支援を行う。 

  

(2) 上下流連携による取り組みに関する事項 

「金沢市森づくり条例」に基づき、有識者や林業・木材関係事業者、市民団体等の代

表で構成される「森づくり市民会議」を設置し、森づくりの推進に向けた各種施策に関

連する意見を聴き、多様な視点から上下流連携した取り組みにつなげていく。 

森林の総合利用施設

施設の名称 位置 規模

6.4 ha

キャンプ場

管理棟

林間広場

遊歩道

48 ha

林間広場

遊歩道

67 ha

遊歩道

21 ha

林間広場

遊歩道

金石町 15 ha

大野町 林間広場

遊歩道

16 ha

林間広場

遊歩道

下安原町 15 ha

打木町 遊歩道
安原海岸ふれあいの森

平栗いこいの森 平栗町

粟崎やすらぎの林 粟崎町

金石大野やすらぎの林

専光寺ふれあいの森 専光寺町

医王の里 大菱池町

直江谷健康の森 柚木町



25 

 

 

(3) 森林環境譲与税の活用に関する事項 

令和 2・3 年度に、有識者、林業・木材関係事業者、市民団体等の代表で構成される

「森林環境譲与税活用検討会」を設置し、森林環境譲与税の活用の検討を行った。 

その際、基本理念を「森からはじまる金沢のミライ～古くて新しい金沢スタイルの発

見～（金沢ミライシナリオの実現に向けて）」と定め、市に森林環境譲与税の活用方針

に関する提言を行った。 

今後、提言内容を施策に取り入れるとともに、実施状況については「森づくり市民会

議」にて毎年度報告を行うものとする。 

 

6 その他必要な事項（森林の保全に関する事項） 

保安林その他法令により施業について制限を受けている森林については、当該制限

に従った施業を行うとともに、国土保全や自然環境の保全等の観点から、森林の適切

な管理を行う。 

土地の形質の変更に当たっては、森林の保全に十分留意し、安定法勾配により施工

するとともに、必要に応じて法面緑化工、土留め工を設置する。また、雨水の適切な

処理のための排水施設を設ける等適切な保全措置を講ずる。 

また、太陽光発電設備の設置にあたっては、小規模な林地開発でも土砂流出の発生

割合が高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透性や景観に及ぼ

す影響が大きいことなどの特殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模の引き下げ

や適切な防災施設の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適

正な運用を行うとともに、説明会など地域住民の理解を得る取り組みを実施するよう

に配慮する。 

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和

36 年法律第 191 号）に基づき、規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の

高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準

を遵守させるなど、制度を遵守する。 
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Ⅵ その他必要な事項 

1 市営造林の事業について 

(1) 長期経営計画の見直し 

健全で効率的な事業運営のために求められる課題の整理と経営方針の見直しを行い、

公益的機能の持続的発揮や伐採収益の確保を図る。 

(2) 適切な保育の実施 

市内人工林の約４割を占める市営造林については、長伐期施業による大径材生産を

基本として、計画的な除伐・枝打ち・間伐等の保育施業と、林道・作業道等の整備を

実施する。 

(3) 安定的な木材生産の取り組み 

金沢市営造林運用計画に基づき、収益性が高いと判断された契約団地については、植

林年次が古く森林所有者の同意が得られた契約団地から主伐・再造林を実施するものと

する。 

 

2 木材の利活用について 

(1) 金沢産材の利用促進 

「木の文化都市」の創出に寄与するため、金沢産材の公共施設への積極的な活用及

び民間施設への利用促進を図るとともに、各分野が密に連携した体制を構築すること

により、需要と供給の調和のとれた、木をめぐる循環型社会の確立を目指す。 

(2) 合法木材の普及推進 

令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28

年法律第 48 号）等に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性

確認木材や森林経営が営まれた森林から生産されたものであることが証明された木材

の取扱数量の増加等の取組を着実に進める。 

(3) 未利用材の利用拡大 

建材等の資材として利用を基本としつつ、林地残材を燃料材として有効活用するとい

った多様な木材活用を推進する。 

 

3 森林情報の整備について 

(1) 森林情報の集約化 

森林の土地の境界情報や森林整備事業の実績、森林の土地の所有者届出状況等を森林

GIS 等の情報システムを活用して集約化を図る。 

(2) 林地台帳の整備 

林業事業体等が集約化した森林施業を行うため、必要な森林所有者の同意を得るにあ

たり、効率的な情報収集が可能となるよう、市は森林の土地の所有者等の情報を「林地

台帳」として整備し、随時更新していく。 

 


